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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

　平成19年６月20日に提出した第69期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）有価証券報告書の記載事項の一

部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

２【訂正事項】

第一部　企業情報

第４　提出会社の状況

３　配当政策

６　コーポレート・ガバナンスの状況

３【訂正箇所】

　訂正箇所は＿線で示しております。

　

　　第一部　【企業情報】

　　　第４　【提出会社の状況】

　　　３　　【配当政策】

　（訂正前）

　当社は連結決算を重視したグループ経営、および株主の利益を重視した経営を進め、株主の皆様のご期待に沿えるよ

う、企業価値の向上と株主価値の増大に努めております。

 　　 剰余金の配当につきましては、株主各位への利益還元と従業員の福祉、および将来の事業展開のための内部留保の充

実とのバランスを考慮し、中長期的な視点でキャッシュニーズを見ながら定めていきたいと考えております。

 　　 当社の剰余金の配当の基準日は、毎年３月31日及び９月30日としております。

 　　 これらの剰余金の配当は、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることとしております。

 　　 また、当社は前述の基準日のほか取締役会の決議により、「基準日を定めて剰余金の配当をすることができる」旨を

定款に定めております。

　　

　　(訂正後）

　当社は連結決算を重視したグループ経営、および株主の利益を重視した経営を進め、株主の皆様のご期待に沿えるよ

う、企業価値の向上と株主価値の増大に努めております。

 　　 剰余金の配当につきましては、株主各位への利益還元と従業員の福祉、および将来の事業展開のための内部留保の充

実とのバランスを考慮し、中長期的な視点でキャッシュニーズを見ながら定めていきたいと考えております。

 　　 当社の剰余金の配当の基準日は、毎年３月31日及び９月30日としており、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な
方針としております。

 　　 これらの剰余金の配当は、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることとしております。

 　　 また、当社は前述の基準日のほか取締役会の決議により、「基準日を定めて剰余金の配当をすることができる」　旨を

定款に定めております。

　　６【コーポレート・ガバナンスの状況】

　

　　（訂正前）

　　  (9)　<記載なし>

　

　　（訂正後）　

　　　(9)取締役等の責任免除
　当社は、取締役および執行役が期待される役割を十分に発揮できるように、会社法第423条第１項の取締役（取締
役であった者を含む。）および執行役（執行役であった者を含む。）の責任につき、取締役会の決議により法令の限
度内で免除することができる旨を定款に定めております。また、当社は、委員会設置会社移行前においても監査役が
期待される役割を十分に発揮できるよう責任免除の規定を設けており、移行後においてもこのような免除が可能と
なるように、委員会設置会社移行前の監査役の責任につきましても、取締役会の決議により法令の限度内で免除す
ることができる旨を定款に定めております。
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